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【ご質問をお寄せください】会員の皆さまの日頃のお悩みや疑問に、税務・労務・マーケティングなど専門家の先生が経営塾の紙面上でお答えします（秘密は厳守します）。FAX・メールでのご質問お待ちしています。

　ＮＨＫ、ＪＡ全中などの主催による第33回日本農業賞
の受賞者がこのほど発表され、個別経営の部の大賞に、当

協会の会員３法人が選ばれました。

　大賞を受賞したのは、宮城県・(株)ヒルズ（佐藤希志男
代表取締役）、石川県・(有)ばんば（番場睦夫代表取締役）、
広島県・(有)平田観光農園（平田克明社長）です。
 心よりお祝い申し上げますとともに、ますますのご発展を
お祈りいたします。

 同賞の大賞を農業法人、そして農業法人協会会員が独占し
たのは、今回が初めてです。農業法人の経営や地域での取

組みが評価されていることの証といえましょう。

■農林水産制度金融解説書の決定版！！　
　ぜひご活用を

　農林水産制度金融の役割や貸付内容・信用保証等につい

て分かりやすく解説し、使いやすい構成で、最新の内容を

手ごろなサイズの中に図表や記載例を折り込み、要領よく

まとめられています。農業法人経営者の方は常備したい一冊。

★お申し込みは、都道府県農業会議へ。
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失
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５
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台
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し
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。
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雇
用
保
険
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の
第
５
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「
雇
用
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険
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お
い
て
は
、
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
を
適
用

事
業
と
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

原
則
と
し
て
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
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す
べ
て
適
用
事
業
で
あ
り
、
雇
用
保
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加
入
の
対

象
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
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。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
り
、
強
制
適
用

で
は
な
い
事
業
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
暫
定
任
意

適
用
事
業
と
い
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、
下
記
の
①
②
③
の
要
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を
す

べ
て
満
た
す
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対
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と
な
り
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①
個
人
経
営
で
あ
る
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②
農
林
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産
畜
産
の
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で
あ
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。
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常
時
労
働
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は
５
人
未
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で
あ
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。
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定
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意
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こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
取
り
扱
い
は
次
の
と

お
り
で
す
。

①
事
業
主
は
労
働
者
の
２
分
の
１
以
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の
同
意

が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
任
意
加
入
の
申
請
を
行

え
ま
せ
ん
。

②
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働
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す
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の
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を
行
わ
な
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れ
ば
な
り
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せ
ん
。
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と
は
、
適
用
事
業
所
に
雇
用
さ
れ

る
労
働
者
で
あ
っ
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、
下
記
の
適
用
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に
掲
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以
外
を
い
い
ま
す
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①
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１
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定
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０
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未
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の
者
。

④
１
年
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さ
れ
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い
者
（
反
復
し
て
雇
用
す
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
か
ら
雇
用
保

険
が
適
用
さ
れ
ま
す
）
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働
者
的
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の
な
い
役
員
等
。
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船
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保
険
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険
者
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⑦
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い
う
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、
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町
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さ
れ
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公
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。
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６
５
歳
以
後
に
雇
用
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、

被
保
険
者
と
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
同
一
の
事
業
主

の
適
用
事
業
所
に
６
５
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
か

ら
引
き
続
き
６
５
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
日
も
雇

用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
②
高
年
齢
継
続
被
保
険
者

と
な
り
ま
す
。

 

ま
た
、
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一
般
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険
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と
②
高
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継
続
被
保

険
者
は
、
短
時
間
労
働
被
保
険
者
以
外
の
被
保
険

者
と
短
時
間
労
働
被
保
険
者
で
あ
る
被
保
険
者
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

※
短
時
間
労
働
者
の
定
義

（
１
）
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
、
同
一
の

適
用
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労

働
者
の
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
に
比

し
短
く
、
か
つ
、
２
０
時
間
以
上
３
０

時
間
未
満
で
あ
る
。
　

（
２
）
１
年
以
上
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
見
込

が
あ
る
。

※
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
（
③
）
は
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
い
ま
す
。

（
１
）
季
節
的
に
雇
用
さ
れ
る
者
。

（
２
）
短
期
の
雇
用
（
同
一
の
事
業
主
に
引
き

続
き
被
保
険
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
期

間
が1

年
未
満
で
あ
る
雇
用
を
い
い
ま
す
）

に
就
く
こ
と
を
常
態
と
す
る
者
。

※
日
雇
労
働
被
保
険
者
（
④
）
は
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
を
い
い
ま
す
。

（
１
）
日
々
雇
用
さ
れ
る
者
。

（
２
）
３
０
日
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ

れ
る
者
。
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